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ARIAKE NEW COLLECTION SHOW 2021
佐賀市諸富町から世界へ（諸富家具振興協同組合）

　諸富家具の海外向けブランド「ARIAKE」は、スウェーデンにて毎年開催されていた展示
会を断念し、今年は佐賀市「ニューオータニ佐賀」にて、地元の方へ向けた新作展示会を開
催しました。「ARIAKE」は佐賀の有明の風景をイメージして製作されたブランドで、レグナ
テック株式会社と有限会社平田椅子製作所の2社が手掛けています。製作には世界各国のデ
ザイナーを起用し、実際に佐賀の地で干潟や気球の風景に触れ、感じたものが表現されてお
り、とても美しく日本らしいコレクションが特徴です。今年のコレ
クションの製作にあたっては、オンラインで打ち合わせを重ね完成
しました。

　今回の展示会の様子は動画配信も予定されておりますので、ぜひ
ご覧いただき佐賀の有明の風景を感じてみてはいかがでしょうか。

「ARIAKE」のホームページはこちらから

　１2月２日（水）、福岡市「さぎん福岡ビル」にて「第８回佐賀・
福岡ビジネス交流会」が開催されました。
　今回のテーマは「健康・美容を志向する消費者をターゲットとす
る事業者によるマッチング」とし、食品や美容、ＩＴ関連の事業者
が佐賀、福岡から各４社、計８社が参加しました。（うち１社はオ
ンラインで参加）
　今回は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、参加者数を減
らしたり、こまめに換気・消毒をしたり、感染予防策を徹底して開
催されました。
　参加者は新商品の開発や販路拡大に結び付けようと自社の技術や
製品をＰＲし、交流会終了後には「人的ネットワークや情報収集が
できた」との声を頂きました。

≪組合トピックス（番
外編）≫ 新たなビジネスチャンス探る

「佐賀・福岡ビジネス交流会」開催

☝交流会の様子

☝オンライン参加者との商談



年 頭 の ご 挨 拶

　新年、明けましておめでとうございます。
　県内中小企業組合の皆様、並びに傘下の会員企業の皆様におかれましては、中央会の事業運営につきまし
て日頃から格別のご高配を賜り、厚くお礼を申し上げるとともに本年もよろしくお願い申し上げます。
　さて、昨年は、これまで経験したことのない新型コロナによる厳しい舵取りの中での経営、中でも飲食店
や旅館といった人の動きに直接関連する業態では依然として先の見えない経営を強いられていらっしゃること
を思うと大変心が痛むところでございます。
　加えて、中小企業・小規模事業者にとっては、人手不足、後継者難や働き方改革への対応、消費税率の引
き上げへの対応など課題が山積している中、追い打ちをかけるような今回の新型コロナウイルス感染症は、県
内経済においてもすべての業種において甚大な影響を及ぼし、多くの企業から悲痛な声が聞こえてくるところ
でございます。
　また、世界的にもかつて経験したことのない難局に直面しているとも言え、未だに収束の兆しすら見えない
中でのウイルスとの闘い、ポストコロナ・アフターコロナは不透明感ばかりでございます。
　皆様には、こうした状況の中で新年を迎えることになり、依然見通しがたたずに思い切った取り組みにも躊
躇する中での新年ではなかったかと思うところですが、新型コロナはいずれ克服されるとの強い思いでその時
に備えしっかり力を蓄えられ、これからの1年を見据えて進んでいかれることを願うところでございます。
　こうした昨年の状況を振り返ると、閉塞感だけが蔓延した中での1年でしたが、年末には世界中から称賛さ
れた実に爽快なニュースもありました。２０1４年に打ち上げられた「はやぶさ２」が６年もの歳月をかけ小惑星か
らサンプルを持ち帰るという壮大なミッションを成功させ、この歴史的快挙には日本の中小企業ならではの「も
のづくり」の高い技術力や強い思いも大きく貢献しており、中小企業者にとって大きな自信と希望を与えてくれ
ました。
　また、今年の７月には昨年延期になった東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定です。当初、
期待されていたインバウンド需要がどれくらいになるかは計り知れませんが、一刻も早く新型コロナを克服し、
景気拡大への刺激剤になることを心から期待しているところです。
　こうした中小企業の強い思いを受け、国においては、力強い景気回復に向けた政策の実行を求めるところ
ですが、昨年発足した菅政権においては、SDGsの概念を基に脱炭素社会を目指す政策とともに成長戦略が
共存した経済政策へと舵が切られようとしており、今年は時代の節目となる年とも考えられるところでございます。
　脱炭素政策には、社会的にも経済的にも理解を伴う必要があると考えておりますが、他方新たな事業展開
の機会としても考えられるところでございます。
　いずれにしましても、時代のニーズは常に変化しております。新たなニーズに応えるためには、より一層の自
助努力に加えて組合組織の原点である相互扶助の精神に立ち返り、今こそ団結がなせる相乗効果を強力に発
揮していくための努力が求められています。
　中央会といたしましては、組合等の連携組織が持っている企業同士の「つながる力」を大いに発揮できるよ
うに、一層の提案力を高めていくとともに、常に伴走型の支援活動を展開していくことにより、中小企業・小
規模事業者の力強い成長と発展を支援していく所存でございます。
　さて、今年は丑年であります。丑年は先を急がず一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年と言われて
います。厳しいコロナ禍ではありますが、一刻も早く新型コロナが収束し、その後の皆様方の事業が着実に
推進され、さらには新たな事業展開につなげることができるような年になることを心から祈念いたしまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。

佐賀県中小企業団体中央会
会長　内　田　　　健
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　明けましておめでとうございます。令和３年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年を振り返りますと、全世界を通じて新型コロナウイルス感染症という未知のウイルスの発生に
苦悩する１年となりました。加えて、豪雨災害の発生、人材不足、事業承継問題、働き方改革への対
応等も相俟って、中小・小規模事業者は、事業存続の危機的状態に直面しました。また、昨年９月に「自
助・共助・公助、そして絆」を政策理念に掲げる菅新政権が誕生しました。菅政権の下、新型コロナ
ウイルスの収束に向けて、効果的な感染拡大防止対策と経済の回復を両立させる政策を実行していた
だいており、足腰の強い中小・小規模事業者の実現に向けた政策推進が期待される一方、ＤＸをはじ
めとする改革実行により、中小・小規模事業者自身の経営変革が迫られています。
　このような状況の中、中小・小規模事業者は、デジタル化による生産性向上が急務であり、個々の
自助努力に加えて、中小企業組合等による企業間の連携強化、共同化・協業化、経営資源の集約化を
通じた取組みが重要になっています。
　昨年1０月２２日に茨城県のザ・ヒロサワ・シティ会館にて開催した第７２回中小企業団体全国大会では、
全国各地から中小企業団体の関係者３８０名に加え、オンライン配信での多数の参加を得て、新型コロナ
ウイルス感染症及び多発する自然災害からの復興支援を図るとともに、ものづくり支援、取引力の強
化や経営基盤の強化支援等の拡充等を決議し、政府・与党、関係機関等に要望をいたしました。
　全国中小企業団体中央会は、都道府県中央会とともに「つながる　ひろげる　連携の架け橋」のスロー
ガンの下、組合が持っている企業同士の「連携力」を大いに発揮し、サプライチェーン全体の共存共
栄と新たな連携を構築すべく活動してまいります。
　新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立、とりわけ、需要の縮小とそれに伴う倒産と廃
業の増加を克服すべく、新分野進出、業態転換、事業転換、事業承継、デジタル化など様々な課題に
果敢に挑戦する中小・小規模事業者を全力で応援してまいります。
　また、本年は、東日本大震災から1０年が経過する節目の年であります。我が国が一丸となって新型
コロナウイルス感染症を克服し、東京オリンピック・パラリンピックの開催を通じて、世界に、災害
からの復興と日本の中小・小規模事業者の魅力を発信する絶好の機会となることを願っております。
　結びに、本年が中小企業組合と中小・小規模事業者の皆様にとりまして、安心して事業活動を行う
環境が整い、新たな成長への道筋をつける１年となりますことを心よりご祈念申し上げまして、新年
のご挨拶とさせていただきます。

　令和３年元旦

年頭に当たって

全国中小企業団体中央会
会　長　森　　　　　洋

2



年 頭 所 感

　令和３年の新春を迎えるにあたり、所感の一端を申し述べて年頭のご挨拶とさせていただきます。
　昨年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、わが国の経済社会活動は大きく停滞いたしました。緊急事
態宣言による営業活動の自粛や入国制限によるインバウンド需要の蒸発などにより直接的な影響を受けた飲
食・宿泊業だけでなく、様 な々事業者が広範な影響を受けました。さらに、在宅勤務や時差出勤といった柔
軟な働き方への対応など、中小企業の経営は、従前にも増して多様化が求められています。
　このような中、私ども商工中金は、危機対応業務をはじめとする円滑な資金繰り支援に全社を挙げて取り
組みました。コロナウイルスの影響はまだ予断を許さない状況が続いていますが、新常態と呼ばれる新しい
生活様式の定着と産業構造の大きな変革も見据えて、真にお客さま本位で長期的な視点から、中小企業及び
中小企業組合の企業価値向上に貢献してまいります。
　具体的には、ウィズコロナを見据えた事業転換や新事業への進出、業務のデジタル化、経営改善、事業
再生などに取り組む中小企業の皆さまに対する支援を重点的に行ってまいります。接触が難しい中でもオンラ
イン会議などを活用して日ごろからのリレーションを一層強化し、お客さまの経営課題やニーズを深堀してまい
ります。さらに、地域金融機関や外部専門機関との連携・協業を密に行い、当金庫の特長を生かしたソリュー
ションを提供してまいります。
　また、こうしたビジネスモデルを支える屋台骨として、引き続きコンプライアンスの徹底や内部管理態勢の
強化に取り組むとともに、職員の能力を最大限に発揮するため、ダイバーシティの推進等に取り組んでまいり
ます。
　「中小企業による、中小企業のための金融機関」として、皆さまから信頼され、支持され、これまで以上
にお役に立てるよう、役職員一同、全力で努力を続けてまいりますので、今後とも格別のご指導とお引き立て
を賜りますようお願い申し上げます。
　年頭にあたり、皆さまのご繁栄とご健勝をお祈りいたしましてご挨拶といたします。

商工中金
代表取締役社長　関　根　正　裕
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出勤前
（自宅） ①検温する。

②発熱、咳等症状がある場合は所属長に連絡し指示
をうける。

（「新型コロナウイルス感染症等の対応フロー」参照）

通勤時
①公共交通機関を使用する場合は必ずマスクを着用
する。

①原則としてマスクを着用する。
着用が困難な場合は、極力距離を保つ。

②定期的な手洗い・うがい・手指消毒の実施。
③打ち合わせは短く、換気を心掛ける。
④午前(8時30分)と午後(13時)に10分以上の換気、PC・机・
椅子・電話・ゴミ箱は除菌シートで拭き取り掃除を行う。
用部は各部輪番制により清掃：上記当番表参照）

⑤給湯ポット・レンジ等は使用の都度備え付けの消毒剤で手指消毒をし
た上で使用し、個人のコップは自分で洗う。

⑥発熱を感じた場合は検温し、37度以上の場合は上司に報告
（「新型コロナウイルス感染症等の対応フロー」参照）

①外出前に検温する。
②訪問先では必ずマスクを着用。
③外出先では備え付けの消毒液を必ず使用する。
④公用車乗降車時 ( )
⑤公共交通機関では必ずマスクを着用。
⑥帰庁時には手洗い・うがい・手指消毒。
⑦帰庁時には「訪問先面談記録簿」を記入する。

( 触 5分以上会話)

)

①お客様にマスク着用を促す。
②原則アクリル感染防止版を使用する。
③応対終了後は応対者がその都度、机・椅 (除菌シー ) アクリ
ル板(ウェットティッシュ)を拭き取り清掃する

④来会 については備え付けの 来会者面談記録簿」に
日時と滞在時間を記入する。(接触の基準：同上)

通常勤務時

【まずは基本的な対策】
①手洗い・うがいの徹底
②アルコール手指消毒の励行
③マスク着用の励行
④アルコール清掃の定期的な実施 以上を徹底しましょう！

外出・出張時

来客応対時

①公共交通機関を使用する場合は必ずマスクを着用
する。

帰宅時

①検温する。
②手洗い・うがいを心掛ける。

帰宅後
（自宅）

想定シーン 実 施 内 容実施
アイコン

１日の想定シーン別対策

令和２年１２月１日：佐賀県中小企業団体中央会

≪共用部備品等の除菌清掃当番≫
時間：毎日 8:30・13:00 の２回
当番：総務部⇒連携企画部⇒労働部 以降輪番制
清掃箇所：ドアノブ、スイッチ、リモコン、プリンタ、
ソファセット、裁断機、ホワイトボードマーカー、キャビ
ネット持ち手、卓上パーテーションと共用机・椅子

新型コロナ

佐賀県中小企業団体中央会では、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、日常の対策と
職員が体調不良となった場合の対応フローを次のとおり作成しました。

(

(
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１日の想定シーン別対策

令和２年１２月１日：佐賀県中小企業団体中央会

≪共用部備品等の除菌清掃当番≫
時間：毎日 8:30・13:00 の２回
当番：総務部⇒連携企画部⇒労働部 以降輪番制
清掃箇所：ドアノブ、スイッチ、リモコン、プリンタ、
ソファセット、裁断機、ホワイトボードマーカー、キャビ
ネット持ち手、卓上パーテーションと共用机・椅子

新型コロナ

佐賀県中小企業団体中央会では、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、日常の対策と
職員が体調不良となった場合の対応フローを次のとおり作成しました。

(

(
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所得税 ・ 贈与税の申告と納付は 令和３年４月１５日（木）まで

個人事業者の消費税の申告と納付は 令和３年４月１５日（木）まで

確定申告会場は、１月25日（月）から開設しています！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【確定申告会場】

◆◇新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、お知らせとお願い◇◆

佐賀税務署 （0952）32－7511

確定申告に
関するお問合せ

【開設期間：令和３年１月14日～３月1５日】

所得税、消費税及び贈与税の確定申告に関するお問合

せ【確定申告テレホンセンターの担当者におつなぎしま

す。】

【電話相談セン
ターの担当者にお
つなぎします。】

国税に関する
一般的なお問合せ

「０」番を
プッシュ

「１」番を
プッシュ

～ご不明な点等は、お電話で問い合わせることができます～

感染防止の観点から、多くの方が訪れる会場ではなく、

ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください！

・ 確定申告会場の混雑回避のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
・ 入場整理券の配付状況に応じて、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いすることもあります。
・ 来場の際は、マスクを着用していただき、できる限り最少人数でお越しください。
・ 入場の際、37.5度以上の発熱が認められる方は、原則として入場をお断りさせていただきます。

令和３年１月25日(月)から２月15日(月)まで

佐賀税務署 佐賀市駅前中央３丁目３番20号

（佐賀第二合同庁舎）

令和３年２月16日(火)から３月15日(月)まで

メートプラザ佐賀 佐賀市兵庫北３丁目８番40号

※ この期間中（２/16～3/15）は、佐賀税務署では申告会場を

開設しておりません。

受付時間 午前９時から午後４時まで

※ 土曜日、日曜日及び祝日は休みとなります。

ただし、２月21日(日)、２月28日(日)に限り、申告会場を開設します。

「国税庁ホームページ」へアクセス

令和３年３月16日(火)から４月15日(木)まで

確定申告
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　１2月７日(月)～９日(水)、「東京ビッグサイト」にて全国中小企業団体
中央会主催「中小企業 新ものづくり・新サービス展」が開催されました。
この展示商談会は「ものづくり補助事業」の活用で開発した新製品・サー
ビス・技術等、全国の中小企業が挑戦を繰り返し、工夫を凝らした様々
な分野の成果が一堂に会するものです。

　全国から５７１社が出展し、佐賀県から出展した３社（三栄興産株式会社、有限会社ミマツ工芸、山
口産業株式会社）も積極的に自社の商品、サービスのＰＲをしました。３日間で９，０９４名が来場され、
盛会裏に終了しました。

全国の中小企業の果敢な挑戦の成果が集積
「中小企業 新ものづくり・新サービス展」開催

☝展示会の様子

☝三栄興産㈱ブース ☝山口産業㈱ブース☝(有)ミマツ工芸ブース

令和3年 4月15日㈭まで

令和3年 4月15日㈭まで

所得税 ・ 贈与税の申告と納付は 令和３年４月１５日（木）まで

個人事業者の消費税の申告と納付は 令和３年４月１５日（木）まで

確定申告会場は、１月25日（月）から開設しています！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【確定申告会場】

◆◇新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、お知らせとお願い◇◆

佐賀税務署 （0952）32－7511

確定申告に
関するお問合せ

【開設期間：令和３年１月14日～３月1５日】

所得税、消費税及び贈与税の確定申告に関するお問合

せ【確定申告テレホンセンターの担当者におつなぎしま

す。】

【電話相談セン
ターの担当者にお
つなぎします。】

国税に関する
一般的なお問合せ

「０」番を
プッシュ

「１」番を
プッシュ

～ご不明な点等は、お電話で問い合わせることができます～

感染防止の観点から、多くの方が訪れる会場ではなく、

ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください！

・ 確定申告会場の混雑回避のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
・ 入場整理券の配付状況に応じて、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いすることもあります。
・ 来場の際は、マスクを着用していただき、できる限り最少人数でお越しください。
・ 入場の際、37.5度以上の発熱が認められる方は、原則として入場をお断りさせていただきます。

令和３年１月25日(月)から２月15日(月)まで

佐賀税務署 佐賀市駅前中央３丁目３番20号

（佐賀第二合同庁舎）

令和３年２月16日(火)から３月15日(月)まで

メートプラザ佐賀 佐賀市兵庫北３丁目８番40号

※ この期間中（２/16～3/15）は、佐賀税務署では申告会場を

開設しておりません。

受付時間 午前９時から午後４時まで

※ 土曜日、日曜日及び祝日は休みとなります。

ただし、２月21日(日)、２月28日(日)に限り、申告会場を開設します。

「国税庁ホームページ」へアクセス

令和３年３月16日(火)から４月15日(木)まで

確定申告
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☆2021年（令和3年）1月1日施行
子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化
　育児や介護を行う労働者が看護休暇や介護休暇を１時間単位で取得できるよう、育児・介護休業
法施行規則等が改正されました。
　労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにするため就業規則の改
定が必要です。

　

☆2021年（令和3年）3月1日以降
障害者の法定雇用率変更
　「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」の規定により、事業主には、「常時雇
用している労働者数」の一定率（法定雇用率）以上の障害者を雇用する義務があります。その率が
これまでの2.2％から2.3％に引き上げられます。
　この変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、従業員45.5人以
上規模から従業員43.5人以上規模となります。

☆2021年（令和3年）4月1日施行
中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法、労働契約法、
労働者派遣法の各改正法の施行（同一労働同一賃金）
　正社員と非正規雇用労働者との待遇格差を禁止する「同一労働同一賃金」が中小企業にも適用さ
れます。具体的には下記の観点からの取り組みが必要になります。

2021年の労働関係法令の改正・対応はお済みですか？

☆2021年（令和3年）4月1日施行
70歳までの就業機会確保努力義務化
　「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、70歳まで
の就業機会の確保が事業主の努力義務になります。

不合理な待遇差の禁止
　同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇
について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
　非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求める
ことができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をし
なければなりません。

65歳までの雇用確保
（義務）

70歳までの就業確保
（努力義務）＋

・半日単位での取得が可能
・１日の所定労働時間が４時
　間以下の労働者は取得でき
　ない

・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

改正前 改正後

　これまで、「正社員」「パート・アルバイト」「契約社員」といった雇用形態の違いによって無条件に設けてい
た待遇差は、今一度見直し、改善していく必要があります。
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連携事業継続力強化計画について
　「事業継続力強化計画認定制度」は、中小企業が防災や減災に向けて取り組む計画を立て、
経済産業省からの認定を受けることにより、様々なメリットを受けることができる制度です。
この制度は令和元年7月にスタートし、佐賀県内では、145の事業所が認定を受けています。
（令和2年11月末日時点）
主なメリットは次の通りです。
①日本政策金融公庫による低利融資　②信用保証枠の追加
③防災・減災設備への税制優遇　　　④補助金の優遇措置（ものづくり補助金等）
⑤認定ロゴマーク（右上図）の使用　など

　この「事業継続力強化計画」に、「連携事業継続力強化計画」というものがあります。
　連携事業継続力強化計画は複数の事業者が緊急時に協力して防災・減災に取り組む計画を立
てるというもので、組合向きの制度になっています。
　組合で認定を受ければ、一緒に検討した傘下の組合員さん全員が上記のメリットを受けるこ
とができます。
　ご興味のある方は中央会までご連絡ください。

13

24
作者：はこふぐ

佐賀県内の焼物を擬人化した
キャラの日常を描いた
4コママンガです。TG学園
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不定期連載 エクセルの達人
　Excelで作表する際、数値の傾向を「見える化」するためにグラフを
挿入することも多いと思いますが、皆さん、Excelのグラフの既定色って、
少し地味すぎると思いませんか？
　今回はグラフの既定色を自分好みに変更する方法をご紹介します。既
定色で円グラフや積み上げ棒グラフを作成した後に操作すると、変化が
わかりやすいですよ♪

今月のテーマ：グラフの既定色を自分好みにカスタマイズしよう！

①Excelを起動し、［ページレイアウト］タブにある［テーマ］グループから［配色］を選択します。

②配色パターンの最下段の［色のカスタマイズ］を選択します。

帰ってきた！ 第３回
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⑤�［ページレイアウト］タブにある［テー
マ］グループ［配色］の［ユーザー定義]
に「お気に入り_青」が追加されました。
この操作を行っているアクティブシート
にグラフがあれば、その配色が「お気に
入り_青」の配色パターンに変わります。

③�［テーマの新しい配色パターンを作成］
ダイアログが開きます。［テーマの色］で
12項目の色が設定できますので、変更し
たい色があれば自由に変更します。画面
右側に表示される[サンプル]で色のバラ
ンスを見ながら作業していきましょう。

④�色の変更が終ったら、［名前］を変更しま
す。ここでは、「お気に入り_青」として［保
存］をクリックします。　

　グラフを見やすくするための色の変更、グラフを作成する都度やっていた
のでは時間がかかりすぎ！
　あらかじめ複数の配色パターンを保存しておくことで、作業時間を短縮で
きますよ♪

（おわり）
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　 =良い（DI>30%）、　 =やや良い（30%≧DI>10%)、　 =変わらない（10%≧DI>−10%)
　 =やや悪い（−10%≧DI>−30%)、　 =悪い(DI≦−30%)

景況NEWS
令和２年11～12月分

　中央会では、県内3６業界より情報連絡員を委嘱し、毎月その業界の景況等についてご報告を頂
いております。
　ご報告頂いた令和２年11～12月分の景況は下記の傾向を示しています。
　なお、全国中央会が取りまとめている全国の調査結果をご希望の方は本会までご連絡下さい。
　全国中央会ホームページ（https://www.chuokai.or.jp/keizai.aspx）からもご覧いただけます。

11月、12月の傾向

佐賀県内中小企業36業界の景況

　今期（11-12月期）の景況調査結果について＜前月比＞DI（全業種）でみると、主要指標「売上高」は、11月調査期で
はマイナス21.5、12月調査期ではプラス26.6となった。同じく主要指標である「収益状況」に関してみると11月はマイ
ナス28.5、12月はマイナス10.0とマイナス域での推移が続いている。「業界の景況」を見てみると、11月結果マイナス
25.0、12月結果マイナス33.3とマイナス域での推移が続いている。
　一方＜前年同月比＞DI（全業種）をみると「売上高」については、11月調査時点ではマイナス82.1、12月調査時点では
マイナス56.7となり、15ヶ月連続で大幅な減少傾向が続いている。「収益状況」についてみると、11月調査時点ではマイナ
ス28.5、12月調査時点ではマイナス10.0とマイナス域での推移が続いている。「業界の景況」について見ると11月調査時
点ではマイナス25.0、12月調査時点ではマイナス33.3となり、マイナス域での推移が続いている。（グラフ参照）

前　　月　　比 前 年 同 月 比

→ → → DI 評価 → → → DI 評価
売上高

[DI]=[増加]−[減少]
21.4% 35.7% 42.9% −21.5% 3.6% 10.7% 85.7% −82.1%
53.3% 20.0% 26.7% 26.6% 13.3% 16.7% 70.0% −56.7%

在庫数量
[DI]=[減少]−[増加]

15.8% 73.7% 10.5% −5.3% 5.3% 47.3% 47.4% 42.1%
15.0% 60.0% 25.0% 10.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%

販売価格
[DI]=[上昇]−[低下]

3.6% 82.1% 14.3% −10.7% 3.6% 75.0% 21.4% −17.8%
13.3% 80.0% 6.7% 6.6% 6.7% 73.3% 20.0% −13.3%

取引条件
[DI]=[好転]−[悪化]

0.0% 92.9% 7.1% −7.1% 0.0% 82.1% 17.9% −17.9%
0.0% 93.3% 6.7% −6.7% 0.0% 80.0% 20.0% −20.0%

収益状況
[DI]=[好転]−[悪化]

3.6% 64.3% 32.1% −28.5% 7.1% 21.5% 71.4% −64.3%
16.7% 56.6% 26.7% −10.0% 6.7% 33.3% 60.0% −53.3%

資金繰り
[DI]=[好転]−[悪化]

3.6% 82.1% 14.3% −10.7% 3.6% 57.1% 39.3% −35.7%
3.3% 83.4% 13.3% −10.0% 3.3% 56.7% 40.0% −36.7%

設備操業度
[DI]=[上昇]−[低下]

16.7% 58.3% 25.0% −8.3% 8.3% 33.4% 58.3% −50.0%
33.3% 50.0% 16.7% 16.6% 16.7% 33.3% 50.0% −33.3%

雇用人員
[DI]=[増加]−[減少]

0.0% 92.9% 7.1% −7.1% 3.6% 64.3% 32.1% −28.5%
3.3% 93.4% 3.3% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0% −20.0%

業界の景況
[DI]=[好転]−[悪化]

7.1% 60.8% 32.1% −25.0% 3.6% 28.5% 67.9% −64.3%
0.0% 66.7% 33.3% −33.3% 3.3% 40.0% 56.7% −53.4%

●DI［景気動向指数］値（全業種）� 上段が11月分、下段が12月分

（調査票取りまとめ：令和3年1月13日　情報連絡員総数36名：11月回答数28名：回答率77．8％、12月回答数30名、回答率83．3％）
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■��佐賀県菓子工業組合　理事長　中原正博　氏
　�　Go�Toや3連休等で、人の動きがやや活発になり、施設や
観光等、人が集まる中、菓子の需要も売上も良かった事業
所も多かった。しかし、一時的で長く続かず、それ以降は、
現状況に戻ったような感じである。従来と比べれば需要や売
上、景況感は若干上向きになってきているが、まだ厳しい環
境が続いている。コロナ禍の中、その生活環境にマッチした
商品もあり、堅調な事業所もある。

　�　全体としては、人の移動、行動が少なくなった分、菓子の
環境や需要の状況が変わったりしているので、需要を取り込
むためには商品や販売の環境の工夫が必要だ。(11月)

��　�　需要期間で、クリスマス等の大きな行事もあり、コロナ禍
の中でも比較的堅調な動きで、特にクリスマス関連商品は好
調だった。家庭内で消費する菓子需要は堅調に推移している
が、12月中でも需要の増減があり、特に下旬はイベント関
連商品や土産品菓子はコロナの感染拡大で需要は弱く減少
した。

　�　コロナ禍の市場で需要環境が変わり、製造する商品や形
態、販売環境、販売形態によって事業所に温度差が出てきて
いるので、需要を取り込むためには商品や販売環境の工夫が
必要だ。

　�　全体的には、厳しい環境に変わりはないが、当月は前年並
み近くまで戻ってきた感じだ。(12月)

■佐賀県酒造協同組合　事務局長　大坪浩明　氏
　�　今月は、令和2酒造年度季節前酒造講和会を開催しました。
この講和会は今期の醸造期である令和2酒造年度(令和2年7
月～令和3年6月)において醸造する蔵元に対して、今年産米
の出来具合、製造にあたり留意すべきこと、新たに施行され
る酒税法等について国税局や製造技術の講師を招いて講演
を行うものです。コロナ禍により蔵元関係者全員の出席は叶
いませんでしたが、リモートにより各蔵元でも視聴できるよ
う準備しました。

　�　コロナ感染拡大で酒造業関係が大きく落ち込む中、今年の
造りも縮小せざるを得ない蔵元にとって新たな酒税に関す
る法律が加わり苦悩が続きますが、何とか乗り越えてほしい
と思います。(11月)

　�　今月は、コロナ感染拡大の影響を受け、組合事業としては

何も開催できませんでしたが、地球温暖化による高温障害を
受けている酒米への対策として佐賀県農産課の協力を得て、
三瀬村の農家へ中山間部での酒米(山田錦)の作付けについて
協議会を行いました。
　�　蔵元の製造技術向上を目指しながら良質な酒米を使用し、
更なる佐賀の酒の品質向上へ向けて、三瀬村の農家には、難
しい山田錦の栽培ではありますが、酒米部会の立上げについ
て今後検討していただくことになりました。(12月)

■佐賀県蒲鉾協同組合　事務局　原田耕佑　氏
　�　少しずつ製造量が増えてきているが、蒲鉾板の品薄、消毒
液、マスク、手袋等の数量規制も依然として変わらない。た
だ、コロナの影響により商品の製造を昨年よりも少なく製造
している企業も多い。(11月)
　�　12月は、1年で1番忙しい時期なのだが、コロナの影響が
続いていることもあり、今年は昨年に比べどの企業も製造量
を抑えて製造していた。
　�　量販店、ディスカウント店などの販売企業は昨年と比べ、
さほど影響はなかった。小売、直売所等での直売小売の企業
については、昨年に比べ売り上げが減少した。(12月)

■嬉野茶商工業協同組合　理事長　中山明則　氏
　�　今月は、助成金などの事業があり、お茶の動きが多少は増
加した。
　�　まだ、お茶、リーフ茶の売上増加には至っておらず、お歳
暮に期待したいところである。(11月)
　�　12月はお歳暮のシーズンであるが、コロナの影響が続い
ており、業態によって売上の良し悪しが変化している。
　�　今後は、政府の施策によっては、かなり厳しくなると思わ
れ、厳しい時代になってくると予想される。(12月)

■諸富家具振興協同組合　副理事長　平田尚二　氏
　�　当組合では、海外に向けてのブランディング事業としての
『有明』は、次年度に向けた商品開発ワークショップを海外
のデザイナーも入れて、オンラインで行った。
　�　また、アジア市場に向けた事業に関してもオンラインで現
地バイヤーと会議を行い、現地の景況感とともに市場ニーズ
のヒアリングを行った。

前月比ＤＩの推移（全業種）

前年同月比ＤＩの推移（全業種）

●DI〔景気動向指数〕値の推移
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　�　一般小売等の国内市場は、まだまだ厳しい状況であるが、
緊急事態宣言後のオンラインでの商品購入に至っては、順調
に推移しており、各事業所のオンラインに向けての情報収集
や再構築に向けての取組意欲は高くなっている。

　�　オンライン体制に向けての事業を進めながら、様々な媒体
を活用したマルチメディアプロモーションを構築していき
たい。(11月)

　�　インテリア業界の業況に関して感染拡大が続いている状
況下ではあるが、オンラインECサイトを中心に家庭用の家
具需要が盛り返してきた。

　�　実店舗での販売も少しずつ回復の兆しが出てきている状
況も見られ、秋需要に引き続き12月の年末商戦での需要実
績も合わさって、昨年並みの売上自体を維持しつつある。し
かしながら海外からの製品を輸入販売する商社に至っては、
輸送コンテナの不足による海上運賃の高騰が収益に大きく
影響を及ぼしている。その影響で今後、木材等の材料価格に
影響が出ないかが心配である。

　�　いずれにせよ、コロナ禍によるグローバル流通にイレギュ
ラーが生じ、思いもよらぬ方面からのアクシデントが発生
し、その対応に追われる状況も見られ、予断を許さない状況
である。昨年はコロナに始まりコロナの収束が見えぬ中で1
年が終わり、本年もコロナとともに新たな年を迎えるという
想定外な年の瀬となった。(12月)

■佐賀県紙業振興協同組合　事務局　松尾雄一郎　氏
　�　上期よりも仕事量は増加傾向にあるものの、前年と比較す
ると大きくダウンしている状況。(11月)

■�佐賀県印刷工業組合　理事長　真崎俊夫　氏
�　�　Go�Toトラベル、Go�Toイートなどで、人の動きが多くなっ
た分、旅行業や飲食業の広告の動きが出た。しかし、第3波と思
われる11月下旬からは引き合いも少ないように思える。

　�　商業用のチラシの落ち込みは少しずつ回復しつつあるが、元
に戻ることはないだろう。
　�　経済対策の補助金情報やアフターコロナに向けての県の取組
(経済対策)等の情報をお願いしたい。(11月)
　�　12月は従来の年末チラシ等の動きが90％ほどで推移した。商
業印刷物は少しずつ戻りつつあるが、今後の動きは減少傾向に
ありそうだ。
　�　コロナワクチン投与の計画が春にかけて行われる予定のよう
だが、そのクーポンやチラシ等の特需に期待したい。
　�　デジタル化、DX社会に対応できるよう各社模索しながら実績
を重ねている。
　　補助金の延長や新しい経済対策の情報をお願いしたい。(12月)

■佐賀県陶磁器工業協同組合　専務理事　山口善広　氏
　�　有田焼の需要が見込まれる年末年始の忘・新年会の時期か
ら春の歓送迎会の時期まで大・中規模の宴会の動向が有田焼
の業績に大きく作用するため、新型コロナウイルス感染症の
国内での発生状況やその対応策を見守りたいと思います。

　��　越前漆器が行っている越前漆器を国内の宿泊業・飲食業・
卸売業者が購入する費用の一部を助成する「越前漆器購入緊
急支援補助制度」のような制度の設定を希望します。
� (11月)
■佐賀県陶磁器工業協同組合　総務課長　梅﨑泰志　氏
　�　忘・新年会の時期に合わせ、多少の回復傾向が見え始めて
いるように思えていたが、緊急事態宣言の再発令が年末年始
にほぼ確実となり、宴会規模の縮小や取りやめによって大き
くは動かなかった印象。

　�　春の歓送迎会シーズンに合わせた需要を今後考えていた
が、再発令後の動向を注視していきたい。

　�　首都圏にて再度発令された緊急事態宣言により更なる需
要の落ち込みが予想されるので、新たな助成金制度等あれ
ば、情報の提供をお願いしたいです。(12月)

■肥前陶土工業協同組合　事務局長　一ノ瀬秀治　氏
　�　12月の陶土販売共同高は、対前年同月比、対前月比とも
に約90％程度で推移する見込み。新型コロナ感染再拡大に
よる関東地区の1都3県が緊急事態宣言により時短営業を余
儀なくされ、経済に与える影響を考えるとより一層の厳しさ
が予想される。企業体力が弱っている中での緊急事態宣言で
国からの再支援策が待たれる状況。(12月)

■佐賀大和工業団地協同組合　事務局長　中村耕三　氏
　�　全体的には、景況が厳しい中、一部の企業で景況が回復し
てきたので、売上の面では、前月比増加、前年同月比増加な
どバラツキが出てきた。

　�　当団地の共同受電(19社中17社が利用)の電力使用実績(前
年同月比)からみると、9月の85％から10月は99％と戻った
が、11月は88％となり、まだ一進一退の状況。(11月)

　�全体的には、売上の面で、まだ前月比、前年同月比とも減少
であるが、一部の企業で業況が回復し、前月比増加が2割程

度出てきた。
　�　しかし、収益面では、前月比・前年同月比とも悪化の傾向
が強い。
　�　当団地の共同受電の電力使用量実績からみると、11月は、
88％であったが、12月は106％となり、3月以降、初めて
100％を上回った。しかし、これも、大口使用の事業者で増
加しているのが要因であり、当団地の主要事業者である鉄鋼
加工、機械部品製造業では、ほぼ70~80%台であり、工場
の稼働状況は、まだ戻っていない状況である。(12月)

■協同組合戸上会　専務理事　牟田秀敏　氏
　�　売上高は、前月比、前年同月比ともに減少している。(11月)
　　売上高は、前月比、前年同月比ともに増加している。(12月)

■協同組合鳥栖商工センター　事務局長　松雪大輔　氏
　�　全国的に新型コロナウイルス感染が拡大しており、事業活
動への影響が懸念されます。(12月)

■肥前陶磁器商工協同組合　専務理事　藤　雅友　氏
　�　前月比、116.4％、前年比、78.21％。
　�　依然として全体的な共販取引数字を見れば厳しいが、「Go�
To�トラベル」などで業務用の回復とまではいかないが一部
で動きが見られた。ネット関連、中国向け輸出用などは数字
の動きとしては良かった。(11月)
　　前月比、111.3％、前年比、87.86％。
　�　コロナ禍の厳しい状況であるが、自社の強みの定番商品に
加え、企画品の追加注文や宿泊施設からの追加注文、在庫確
保商品やネット関連商品の動きの良かったところで共販数
字を確保でき、対前年比87.86％で落ち着いた。(12月)

■佐賀青果食品協同組合　理事長　眞﨑喜隆　氏�
　�　11月に入り、先月の高値から少し価格が下がってきてい
るように思われる。
　�　また、暖冬続きで野菜の生育が早くなってしまったよう
で、中旬以降は野菜物全般的に安値続きである。(蓮根、ご
ぼう、カボチャ等何点かは高値が続いている。)
　�　今の状態で行くと、年末年始には品物不足になり、価格が
暴騰するのではないかと心配である。
　�　また、コロナ陽性の方が中旬から少し多くなってきている
ようで心配している。
　�　会合や懇親会がまた中止になってきているようで、小商人
が納めているお得意様の注文が減り、以前のように厳しくな
るのではないかと心配している。
　�　県民全員でコロナを出さないように努力してほしい。マス
クの着用は必須である。(11月)
　�　12月の初旬は野菜物については、安値で始まって果実は
少し高値で始まり、中旬からは正月商材もあまり値上がりし
ない状態であった。
　��　クリスマス用の苺も前年に比べて、安値である。
　�　年末はさすがに、レンコンやしめ縄、干し柿は超高値と
なった。その他の商材については例年に比べたら安値であっ
た。このコロナ禍の中で帰省する人も少ないようで、その為
か、価格が安かったようである。(12月)

■鮮魚組合　理事　坂田重利　氏
　�　中旬まで気温が高く、鍋物材料の動きが鈍い。秋の味覚が
不受で売上減少。
　　後半から気温が下がり、本来の秋物商戦が動き始めた。(生
　カキ、鍋物材料など)
　　来月の年末商戦に期待したい。(11月)
　�　忘年会やイベントの中止で刺身もの、養殖物の活魚が低価
格で推移した。
　�　年末年始の帰省がコロナの影響で少なく、鉢盛(刺身、寿司、
おせち)の予約が少なかった。
　�　年々、正月料理を家庭で作ることが少なくなっており、カ
ニ、エビ、数の子等が売れなくなった。(12月)

■佐賀県石油商業組合　専務理事　光武　繁　氏
　�　今年4月よりガソリン販売価格は、フルSSで130円/ℓ台
でほぼ変わらず、セルフ等との価格差が拡大。その間、原油
は上昇したり下落したりの繰り返し。
　�　販売数量は、新型コロナウイルス感染拡大もあり、前年比
90％ちょっとで、例年より減少が続いている。(11月)

■佐賀県食肉事業協同組合　事務局長　吉田さおり　氏
　�　「Go�To�トラベル」及び「Go�To�イート」が開始されて
いるが、国内は新型コロナウイルス感染症陽性患者数が増
え、第3波と言われており懸念されている。佐賀や九州も陽
性患者数は増えているものの、キャンペーンでの規制はまだ
実施されていない。規制が入るのも時間の問題かもしれない
が、小売業の納品先であるホテルや飲食店が自粛対象になれ
ば、組合員店舗も大きな影響を受けるため、危惧していると

16



ころである。徐々に活気づいてきたので、年末から年度末に
向けて小売店舗の経営状況も心配である。(11月)

　�　いったん落ち着いた新型コロナウイルス感染症の影響だ
が、通常であれば売上の上がる12月も大きく伸びず、悪影
響は日に日に目に見えてきているように思う。2度目の緊急
宣言が発令されれば影響は大きくなり、景気回復の目途がつ
かない状況になるのではないかと懸念している。(12月)

■唐人町商店街振興組合　事務局　宮﨑知幸　氏
　�　売上が少しずつ戻りかけていたが、都心部の第3波により、
飲食店を中心に客足が遠のく。(11月)

■鳥栖本通筋商店街振興組合　理事長　緒方俊之　氏
　�　10/30～11/1に商店街飲食店を主とした飲食店をラリー
しながらスタンプを集めるイベントが行われた。(本組合が
主催ではない)

　　11/1には、子ども向けにゲームができるブースを開いた。
　�久しぶりのイベントでとても喜ばれた。(11月)
　　�コロナ禍の生活に慣れたせいか、例年同様とはいかないも
　のの飲食店の来店数もある。(12月)

■佐賀県自動車整備商工組合　専務理事　保利昌宏　氏
　�　自動車業界全体が100年に1度の大転換期を迎える中、整
備業界においても新技術に対応した点検整備や検査を実施
する必要があり、今般、道路運送車両法が改正された。自動
車整備事業者が、今後も自動車ユーザーや地域社会になくて
はならないカードクターとして、また、ユーザーへのサービ
スの充実を図るためには、改正法に対応し、自動運行装置等
新技術に応じた的確な整備サービスの提供やOBD検査を円
滑に実施することが必要である。これらのことから、機械設
備等への新たな投資や整備士の研修等に取り組むとともに、
OSSの普及促進などのICT化や、昨今の人口減少等による人
材不足への対応等に取り組んでいくが、自動車整備事業の社
会的な使命を果たすためには、税制改正等の事業者支援が必
要不可欠であることから、令和3年度税制改正等に関して、
国土交通省に対し次のとおり要望した。

　�Ⅰ税制改正要望等
　�　�1.自動車に課せられている複雑・過重な自動車関係諸税の
　簡素化や負担軽減措置を拡充していただきたい。

　　2.経年車に自動車関係諸税を重課する制度を廃止されたい。
　　3.�中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の

創設をしていただきたい。
　　4.�自動車整備技術の高度化、人材不足等の課題克服に向け

ての支援措置の拡充。
　　5.災害時における迅速かつ手厚い支援措置の拡充。
　Ⅱ税制延長要望
　　1.中小企業投資促進税制の適用期限の延長。
　�　2.中小企業経営強化税制の適用期限の延長
　�Ⅲ�新型コロナウイルス感染症対策としての「納税等の猶予等
の特例措置」の適用期限の延長(11月)

　�　国が進めている自動車保有関係手続きのワンストップ
サービス（OSS）の抜本的拡大により、平成29年4月より
指定工場における登録自動車の継続検査(車検)OSSが開始さ
れ、また、軽自動車のOSSも令和2年1月から開始されている。

　　OSS申請の条件である電子保安基準適合証の交付につい
　�て�は、半数は電子化が進んでいるが、OSS申請はまだ3割と
　低調である。
　�　令和5年1月から導入が予定されている自動車検査証が電
子化(電子車検証)されれば、国の窓口まで行く手間が無くな
るので、急速に進むものと思っている。

　�　今後も、OSS申請のメリットである事業場の効率化、適
正化、生産性向上の観点からも積極的に推進していきたい。
� (12月)

■佐賀県クリーニング生活衛生同業組合　理事長　坂本豊美　氏
　　同業者同士と話しても暇、暇の愚痴です。(11月)

■佐賀県美容業生活衛生同業組合　事務局長　石丸忠良　氏
　�　今月の売上は、前月比で季節的要因が加わり、若干上回っ
たものの、前年比では大きく下回った。Go�Toキャンペー
ン等で人の動きが多くなったものの、コロナの発生が12月
になると全国的に急増し、県内での発生も同様な傾向となっ
た。そのため、全体的に客足が鈍ったことが大きな要因と
なった。

　�　しかしながら、コロナ予防対策をこまめに行い、安心・安
全・清潔を全面的に印象付けているサロンは前年並みの実績
を出しているところもある。このため、新型コロナウイルス
感染症に対する予防対策実施をメインに出した店舗経営を
行うよう、前月に引き続き、各支部長を通して組合員に指導
を徹底した。

　�　資金繰り悪化のための金融相談はなかったが、給湯器設置
補助金申請の相談が１件あった。また、高齢化による経営悪

化を要因とした組合脱退が１件あった。(12月)

■唐津市旅館協同組合　理事長　松下隆義　氏
　�　コロナの影響で売上高が減少しました。
　�　Go�To�トラベル、佐賀支え愛キャンペーンで80％程度ま
で回復しました。(11月)
　�　12/28のGo�Toキャンペーンの中止で、年末年始の予約
のキャンセルが相次ぎ、売上が大幅ダウンしました。
　　コロナの終息を願うばかりです。(12月)

■佐賀県ソフトウェア協同組合　理事　(事務局担当)　森木　武　氏
　�　コロナ禍は冬場にかけての第3波の予測も大きくなってき
ている。
　�　IT業界においても上期で見えにくい状況で、下期には投資
縮退の顧客の動きもある状況。来期への事業影響も予測され
る。
　�　業種的に観光・サービス・医療分野での事業影響が大きく
あり、IT投資への影響も出始めている。
　　地場のIT企業各社においては、まだ自粛設定も続いている
　が、�withコロナでの事業対応は基本必要なものとなってき
　ている。(11月)

■�佐賀県建設工業協同組合　常務理事　川副健治　氏
　�　令和２年11月の公共事業は、件数では前年同月比で
11.4％の増、前月比で23.5％の減、請負額では前年同月比
45.9％の増、前月比7.4％の減となっている。
　�　令和２年10月の住宅着工は、戸数では前年同月比は4.9％
の増、前月比で49.6％の増、請負額では前年同月比は7.1％
減、前月比で19.9％の減となっている。(11月)
　�　令和２年12月の公共事業は、件数では前年同月比で
18.9％の減、前月比では変わらず、請負額では前年同月比
30.2％の増、前月比13.1％の増となっている。
　�　令和２年11月の住宅着工は、戸数では前年同月比は
34.5％の減、前月比で39.5％の減、請負額では前年同月比
は42.5％減、前月比で35.5％の減となっている。(12月)

■協同組合佐賀県鉄構工業会　事務局長　大坪一徳　氏
　�　手持工事量が平均２ヶ月、工場稼働率が平均80％と３ヶ
月減少が続いている。仕事量の減少と共に受注単価も下落し
ており、当面は厳しい環境である。
　�　鉄骨の需要及び市況とも先行きに不透明感が出ている。コ
ロナ禍の影響により予想が困難となっており、コロナ禍の早
期収束が重要な鍵となる。
　�　受注単価が下落の中、鋼材価格が高騰しており需要が不透
明の中で経営負担が増している状況。(12月)

■佐賀県電気工事業工業組合　事務局長　山口光浩　氏
　�　公共工事は、昨年並みに出てはいるが、民間工事において
はコロナの影響で設備投資が減少している。
　　来年度以降は、さらに厳しい状況が予測される。
　　引き続き、行政等の柔軟な対応及び支援が望まれる。
� (12月)

■佐賀東部管工事協同組合　事務局長　大串哲也　氏
　　令和2年度末は、前年度並みの受注見込み。(11月)

■佐賀県貨物自動車事業協同組合　専務理事　大江孝文　氏
　�　荷動きは、取扱品目により違いが大きく、自動車関連はあ
る程度戻ってきた。
　�　長距離輸送も動くようになってきたが、燃料の販売数量や
高速道路・フェリーの利用額を対前年比でみると全体的にま
だ動きは鈍い。
　�　燃料価格は、11月も対前月比では若干下がり、前年比で
15円程度下がっているが、年末にかけて上昇傾向にあり、
収益面で懸念される。(11月)
　�　12月、繁忙月にしては、荷動きは良くなく、また運賃単
価の上昇も限定的であった。
　�　燃料価格は、前年比で15円/ℓ程度下がっているが、前月
比では4円程度上がり上昇傾向にある。
　�　全体的に新型コロナの影響で売上が減少する中、これまで
は燃料が前年比10円以上安価であったことから収益面では
カバーできたものの、燃料価格が上昇していけば厳しい状況
となる。(12月)

※文中の（オレンジ色）の箇所は、中央会・行政庁への要望事項です。
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組合活性化情報誌 　Link リンク　NO.243
令和３年１月30日発行

佐賀県中小企業団体中央会
〒840−0826　佐賀市白山2丁目1番12号

佐賀商工ビル6階
TEL.0952−23−4598���FAX.0952−29−6580

URL�http://www.aile.or.jp　E−mail�staff@aile.or.jp

これからの行事・イベント

◎第21回 うれしのあったかまつり
日　　程：1月30日（土)～2月14日（日)�　
場　　所：嬉野市　嬉野温泉商店街一帯
お問い合わせ：（一社）嬉野温泉観光協会　TEL：0954-43-0137�
概　　要：�嬉野の本通り商店街を中心に、百句百灯華灯籠や手作りの和紙灯籠が優しい光を灯し立ち並びます。期間中の土日を中

心に郷土芸能や芸能組合による踊りの披露があります。今年はランタンアートが街中に点在する予定です。
◎第17回有田雛(ひいな)のやきものまつり
日　　程：2月6日（土）～3月14日（日）
場　　所：有田町内の各商店・アリタセラ　�
お問い合わせ：有田観光協会　TEL：0955-43-2121�
概　　要：�有田に春の訪れを告げる、焼き物で彩られたひなまつりイベント。柿右衛門やマイセンのひな人形の共演や有田焼で製

作された世界最大の磁器製ひな人形を展示します。有田の街なかでは、店舗や窯元で、有田焼雛人形が春を彩るほか、
町内飲食店では、この時期限定の雛まつり限定メニューでおもてなしします。

◎第11回諸富家具コレクション　〜新しい生活スタイルの家具提案〜
日　　程：2月13日（土）～21日（日）　10：00～18：00（最終日は17：00まで）
場　　所：佐賀市内4会場（佐賀駅、SAGA�MADO、佐賀バルーンミュージアム、JONAI�SQUARE）�
お問い合わせ：諸富家具振興協同組合　TEL：�0952-47-5097�
概　　要：�佐賀駅からサガテレビまでの唐人町通りをメインとした4会場で同時開催。すべての会場を周っていただいたお客様には、

諸富家具オリジナルの木製コースターをプレゼントいたします。
◎磁器ひいなまつり
日　　程：2月13日（土）～3月7日（日）　�9：00～17：00
場　　所：伊万里市大川内山�
お問い合わせ：伊万里鍋島焼協同組合�　TEL：0955-23-7293
概　　要：�秘窯の里大川内山のイベントとして定着しつつある「磁器ひいなまつり」。各窯元による磁器雛の展示販売などが行われ

ます。
◎唐津のひいな遊び
日　　程：2月20日（土）～3月7日（日）
場　　所：唐津市内各所�（古代の森会館・埋門ノ館・旧唐津銀行・旧大島邸、中尾家屋敷)
お問い合わせ：唐津のひいな遊び実行委員会（古代の森会館内）　TEL：0955-77-0510��
概　　要：市内5会場で行われるひなまつりイベント。唐津市内に古くから伝わるひな人形が展示されます。

◎第４回　生産性向上のためのITフェア　SAGA　IT FAIR
日　　程：2月25日（木）　10：00～17：00
場　　所：グランデはがくれ
お問い合わせ：佐賀県中小企業団体中央会　TEL：0952-23-4598�
概　　要：今年で４回目を迎える生産性向上につながるITツールの展示会です。

【Go To Eatキャンペーン　SAGAおいし〜と食事券】
　前号でご紹介しました「Go�To�Eatキャンペーン　SAGAおいし～と食事券」の利用期間が、令和3年6月30日まで
延長されました。有効期限「3月31日まで」と記載された食事券も、そのまま6月末まで利用できます。食事券の販売
期間も１カ月延長し、令和3年2月28日まで購入可能となっています。おいしくお得に飲食店を応援しましょう。
　※販売期間は、更に延長になる場合があります。
　※販売期間・販売場所については随時HP等でご確認ください。

　組合や組合員企業で行うイベントや行事など、県一円に広く告知したいものがありまし

たら中央会総務部までご一報ください！

　総務部の永野です。昨年はコロナに振り回され
た一年となりました。計画していた旅行もことご
とく中止となり、出掛けるとしても県外は憚られる
ので、近場に出掛けることがほとんどとなり、小学
校入学前の子供が二人いる家庭としては、期待に
応えるのに四苦八苦でした。　

　昨年社会現象となった「鬼滅の刃」、うちの子もハロウィンでは某女性
柱の衣装を纏い、刀を差して参加しました。そればかりでなく、近くのスー
パーにもその衣装で出掛けて注目を集めていました。左上の写真は期間
限定で運行されたJR九州の「無限列車」です。基山駅を通過した際に撮
影したものですが、この時もやはりコスプレで見学…。子供も日本経済も
今年は無限列車のように力強く邁進することを祈るばかりです。

編集雑記

※新型コロナの状況に応じて変更や中止等もございますので、詳細は各開催もとにお問い合わせください。

HPはこちらから
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佐賀県火災共済の“各種共済制度”

〒840-0826 佐賀市白山2-1-12　佐賀商工ビル6F
TEL 0952-24-6984　FAX 0952-24-6907

お問合せ・お申し込みは　佐賀県中小企業団体中央会

佐賀県火災共済協同組合

建物が燃えた

台風で瓦が
飛んだ

土砂崩れで家が
全壊した

歩行者にけが
をさせた

他人の車に
衝突した

けがで就業
不能になった

従業員が
けがをした

事故による休業で
売り上げが減った

＊１（共同元受）佐賀県火災共済共同組合・全日本火災共済協同組合連合会　　＊２（元受団体）全日本火災共済協同組合連合会

に関する共済 事故で搭乗者
がケガをした

病気で入院した

仕事中にけが
をした

料理中にやけど
をした

　総務省の統計によると、平成２９年の総出火件数は３万９，３７３件で、単純計算で
１日につき約１０８件の火災が発生しております（前年対比２，５４２件増加）。また、
平成３０年の西日本豪雨を代表に、近年、甚大な被害をもたらす広域災害が多数発生し、
個人・企業財産の損害リスクに備える共済（保険）の重要性が高まっております。
　火災共済では、火事で家が燃えてしまったときの補償はもちろん、台風で屋根が
飛ばされてしまった場合などの“風災”による損害や、洪水で床上浸水した場合などの
“水害”などの自然災害による損害や、窓を割られて空き巣に入られたときの“盗難”な
どの日常生活における事故も補償します。

火災や自然災害等によって、建物や家財・什器備品等に被害を受け、その損害額が数百万、数千万単位になってしまう事も珍
しくはありません。当組合では、これらの損害リスクを補償する共済をご用意しておりますので、お気軽にお問合せ・ご相談
ください。

『火災共済』
～建物に関するリスクに備える～

建物が燃えてしまった 豪雨による土砂崩れで家が全壊した台風で屋根が飛んだ 水濡れが起きた

今月の
PICK UP!

今月の
PICK UP!

本文書は共済制度の概要について記載した案内文書です。詳細につきましては、組合または取扱代理所へお問い合わせください。
なお、共済金をお支払いできない場合等につきましては普通・総合・新総合火災共済約款、および普通・総合・総合火災共済パンフレットをご覧ください。

２０１９年４月１日以降用

個人・企業の
財産

に関する共済
（建物・家財・設備什器等）

◦火災共済＊1

自動車

◦自動車総合共済
◦自動車事故費用共済

＊2

病気やけが
に関する共済

◦医療総合保障共済
◦傷害総合保障共済
◦生命傷害共済
◦交通事故傷害共済

＊2

＊2

＊2

企業・経営者の備え
に関する共済

◦労働災害補償共済
◦�中小企業者�
総合賠償責任共済
◦所得補償共済
◦休業補償共済
◦休業対応応援共済

＊2

＊2
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組合や組合員企業の商品やサービスを紹介していくコーナーです。

Link  Together ※数珠つなぎの意


